
第５回 静岡市新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部会議 

日時  令和２年４月７日（火）21:00～21:30 

会場  静岡市役所新館８階 市長公室 

次  第 

 １  開会 

 ２  緊急事態宣言について                  

 ３  報告 

  （１）感染者の状況について                【保健福祉長寿局】 

  （２）保健所長からのコメント               【保健所】 

  （３）学校の再開について                 【教育局】 

（４）市主催イベント等の開催に関する基本方針及び 

市が所有する公共施設の再開に関する今後の方針について【危機管理総室】 

 ４  市長メッセージ 

 ５  閉会 

＜危機対策本部 出席局＞ 

総務局・企画局・財政局・市民局・葵区役所・駿河区役所・清水区役所・観光交流文化局・

環境局・保健福祉長寿局・子ども未来局・経済局・都市局・建設局・消防局・上下水道局・

教育局・議会事務局  計18局区 

【事務局連絡先】 

危機管理課 総務係 81－4711  担当者 片山・村上・高山 





                             令和２年４月７日（火） 

                             静岡市 保健福祉 寿局

保健衛生医療部 保健衛生医療課 

                             電話 ０５４ ２２１ １５４９ 

新型コロナウイルス感染症患者の発生について（市内９・10 例目） 

令和２年４月 6 日に公表した静岡市内の患者（９・10 例目）の追加情報をお知らせします。 

静岡市では、積極的疫学調査を実施するとともに、市 の皆様への周知・啓発に、今後も引き続き努めて

いきます。 

１ 患者概要（９例目）

年  代：30 歳代（日本国籍） 

  性  別：男性 

  居 住 地：静岡市葵区 

  職  業：市内 8 例目の自営業の従業員 

  発 症 日：3 月 31 日 

  行 動 歴： 

3 月 25 日（水）・27 日（金）  

8 例目の患者と仕事のため当該患者の業務用車両で同乗移動し、屋外作業に従事。 

仕事道具は共用。 

   4 月 1 日（水）市内のコンビニ訪問 

  濃厚接触者（追加分）：なし 

２ 患者概要（10 例目）

年 代：70 歳代（日本国籍） 

  性 別：男性 

  居 住 地：静岡市駿河区 

  職 業：宗教関係者 

  発 症 日：4 月 4 日 

  行 動 歴： 

3 月 26  （ ） 27 日（金） 京都府で宗教行事に参加 

4 月３日（金） 愛知県の宗教施設で宗教行事参加（40 分程度） 

         参加者 10 人以下（本人含め全員マスク着用） 

         移動には自家用車使用（１人で運転） 

４月４日（土） 自施設で宗教行事（１時間程度） 

         参加者 10 人以下（本人マスク無、参加者半数程マスク着用） 

４月５日（日） 自施設で宗教行事（１時間程度） 

         参加者 10 人以下（本人含め全員マスク着用） 

  濃厚接触者（追加分）：なし 

※本情報提供は、感染症予防啓発のために行うものですので、報道機関各位におかれましては、患者等の個

人に係る情報について、プライバシー保護等の観点から、提供資料の範囲内での報道に、格段のご配慮をお

願いします。



                             令和２年４月７日（火） 

                             静岡市 保健福祉 寿局

保健衛生医療部 保健衛生医療課 

                             電話 ０５４ ２２１ １５４９ 

新型コロナウイルス感染症患者の発生について（市内 11 例目）

 令和２年４月７日、静岡市内医療機関を受診した方について、静岡市環境保健研究所で PCR 検査を実施

したところ、本日陽性であることが判明しました。 

 本市としては、引き続き積極的疫学調査を実施するとともに、市 の皆様への周知・啓発に努めていき

ます。                     

１ 患者概要

年 代：10 歳代（日本国籍） 

  性 別：男性 

  居 住 地：名古屋市 

  主な症状：発熱・咳

職 業：大学生 

２ 経 緯：４月２日  発熱・咳・鼻閉・咽頭痛（4 月 3   下痢）

4 月４日、6 日 帰国者・接触者相談センターに相談 

4 月７日 PCR 検査陽性

３ 行 動 歴：  ３月 31 日 名古屋市から静岡市清水区に帰省 

４ 市 の皆様へ

  〇 風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に、「咳エチケット」や「手洗い」の徹底など通常の感染

症予防対策に努めていただくようお願いいたします。 

  〇 発熱等の風邪症状があるときは、外出を控えてください。 

  〇 日頃から、十分な睡眠、栄養を摂ることを心がけ、体調を整えておきましょう。 

※本情報提供は、感染症予防啓発のために行うものですので、報道機関各位におかれましては、患者等の個

人に係る情報について、プライバシー保護等の観点から、提供資料の範囲内での報道に、格段のご配慮をお

願いします。



緊急事態宣言を受けた教育局の対応の再検討について 

令和 2年 4月 7日 

静岡市教育委員会 

１．再検討の背景 

４月７日から緊急事態宣言が発令され、首都圏が対象地域として指定されたこ

とを踏まえて、市としての学校再開方針を再検討した。 

市中の感染症の拡大状況については、感染者が徐々に増加しつつも感染経路が

不明な市中感染が発生した状況にはないが、今回の緊急事態宣言の発令に際して、

諸外国の事例では、ロックダウンをした地域から疎開的に移動した方々からほか

の地域に感染が拡大した事例がある点を考慮に入れる必要がある。 

我が国においても前例のない緊急事態宣言の発令に際して、首都圏隣県にある

本市においても、首都圏の住民の移動の状況を見極めるための対応が必要である

と考えられる。 

２．措置の概要 

  このことを踏まえ、市中の感染症拡大状況は感染拡大警戒地域に該当するとは

言えない段階であるが、首都圏住民の社会移動の本市への影響を見極め、子ども

の安全確保を第一とする措置として、２週間程度の市内一斉臨時休校を行うこと

とする。 

  （１）臨時休校期間 

４月１１日（土）から４月２６日（日）まで（合計１６日） 

※ 保護者が職場との調整を行うための最低限の時間確保、児童生徒に対する休

校期間中の指導の準備、休校期間中の生活の過ごし方の指導を行うため、始

期は４月１１日（土）とする。 

（２）登校日の設定について 

    家庭学習のフォローアップなどを行い子どもの学習を最低限保障していく

ために、学校において３つの密を避ける対策や手洗いの指導など衛生対策を

徹底しながら、学年別など、児童生徒の一部としたうえで、登校日を設定する

こととする。 

（３）学校での一時預かりについて 

  ３月３日から３月１５日まで実施した臨時休校期間と同様に、勤務先との調

整が困難などの事情がある家庭のため、休校中の学校において児童生徒を一時

的に預かることとする。 



令和２年３月 27 日 

静 岡 市 

新型コロナウイルス感染症に係る 

市主催イベント等の開催に関する基本方針について 

静岡市が主催するイベント等の開催については、２月 27 日付で市の基本方針を定め、さらに、 

３月 12 日付けでその方針の改正を行い、市民及び関係者の皆様にお知らせしたところであるが、

その期限である３月 31日を迎えるにあたり、３月 19 日の国の専門家会議において示された状況分

析・提言及び、本市においては、現在、感染経路不明な患者が確認されていない状況等を勘案して

検討を行った結果、下記に示す内容を原則とする基本方針を定めた。 

今後は、イベント等の開催について、４月 24 日（金）まで下記の基本方針のとおり取り扱うこ

ととし、本市として、新型コロナウイルス感染症への対策に、引き続いて、鋭意取り組んでいくこ

ととする。 

記 

１ 市主催のイベント等について 

（１）県外からの参加者が見込まれる大規模なイベント等の開催については、国内の感染拡大を回

避するための国の方針を踏まえ、引き続き、中止、延期又は規模の縮小等の適切な判断をする。 

（２） 県外からの参加者が見込まれる大規模イベント以外のイベント等については、４月１日（水）

以降、国の専門家会議が示した以下の内容を遵守することにより、開催できるものとする。 

① 換気が悪い密閉空間をつくらない。 

② 多数が集まる密集場所をつくらない。 

③ 間近で会話や発声する密接場面をつくらない。 

 上記に加え、感染した場合に重症化しやすい高齢者など、特に配慮が必要となる方が参加するイ

ベントの開催については、引き続き、その実施について慎重に判断すること。 

 また、こまめな手洗い・消毒と咳エチケットの徹底、あるいは、共用品を使う際の消毒を徹底  

すること、さらに、体調不良の方の参加自粛を呼びかけるなど、「イベント等における感染対策のあ

り方の例（静岡市版）」（別添）を参考とし、感染防止の対策を徹底する。 

２ 市が共催する又は実行委員会に参画するイベント等や、指定管理者が行う事業については、市

の方針に準じて対応するよう関係者に要請していく。 

 なお、上記の方針については、状況に応じて随時見直しを行うこととする。 

以 上 



別 添 

【イベント等における感染対策のあり方の例（静岡市版）】

１ 人が集まる場の前後を含めた適切な感染予防対策の実施

［主催者が行う内容］ 

●体調不良の方が参加しないように、キャンセル料などについて配慮する。

●発熱者や具合の悪い方が特定された場合には、その者が触れた場所の消毒や、接触した可能性の

ある者等に対して連絡先を確認するなど、適切な感染予防対策を行う。

●主に参加者の手が触れる場所をアルコールや次亜塩素酸ナトリウムを含有したものでの拭き 

取りを定期的に行う。

●会場に入る際の手洗いの実施ならびに、イベントの途中においても適宜手洗いができる様な場の

確保

［主催者が事前に参加者に周知すべき内容］ 

●発熱している場合や、咳などの症状がある方の参加を認めない。

●過去２週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬をした方の参加を認めない。

●感染拡大している地域や国への訪問歴が 14 日以内にある方の参加を認めない。

●飛沫感染を防ぐための徹底した対策を求める。（例えば、「手が届く範囲以上の距離を保つ」、

「声を出す機会を最小限にする」、「咳エチケットに準じて声を出す機会が多い場面はマスクを着

用する」など）。

２ クラスター（集団）感染発生リスクの高い状況の回避

●換気の悪い密閉空間にしないよう、換気設備の適切な運転・点検を実施する。定期的に外気を取

り入れる換気を実施する。

●人を密集させない環境を整備。会場に入る定員をいつもより少なく定め、入退場に時間差を設け

るなど動線を工夫する。

●大きな発声をさせない環境づくり（声援などは控える。）

●共有物の適正な管理又は消毒の徹底

３ 感染者が発生した場合の適切な対応

●人が集まる場に参加した者の中に感染者が出た場合には、その他の参加者に対して連絡をとり、

症状の確認、場合によっては保健所などの公的機関に連絡できる体制を確保する。

４ その他

●食事の提供は、大皿などでの取り分けは避け、パッケージされた軽食を個別に提供する等の工夫

をする。 

※上記は例であり、様々な工夫が考えられる。



令和２年３月 27 日 

静 岡 市 

市が所有する公共施設の再開について 

 静岡市においては、新型コロナウイルス感染症に係る市が所有する公共施設の休館等について、

３月２日付で方針を定め、さらに、３月 12 日付けでその方針の改定を行い、市民及び関係者の皆

様にお知らせしたところであるが、その期限である３月 31 日を迎えるにあたり、４月１日（水）

以降は準備の整った施設から順次再開する。 

 なお、施設の開館にあたっては、国の専門家会議が示した下記の内容を遵守すること。 

記 

１ 換気が悪い密閉空間をつくらない。 

２ 多数が集まる密集場所をつくらない。 

３ 間近で会話や発声をする密接場面をつくらない。 

 上記に加え、感染した場合に重症化しやすい高齢者など、特に配慮が必要となる方が来館する 

場合には、上記３つの条件の遵守について、特段の注意を払うこと。 

 また、こまめな手洗い・消毒と咳エチケットの徹底、あるいは、共用品を使う際の消毒を徹底  

すること、さらに、体調不良の方の来館自粛を呼びかけるなど、感染防止の対策を徹底すること。 

 なお、上記の方針については、状況に応じて随時見直しを行うこととする。 

以上 









2020.4.7 第５回 静岡市新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部会議 市 メッセージ

【市民の皆さんへのメッセージ】 

 ただいま、四つの報告をいただきました私から、その報告を踏まえて、市内

11例目の感染者の発生が判明いたしました。多くの市民の皆さんが、不安や心

配事を抱えて日常生活を強いることと存じます。 

そこで、私からメッセージをお伝えしたいと思います。 

先ほど、新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令され、

東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫、そして福岡の１都１府５県が、対象

区域に指定されました。 

静岡市は今日まで市民の皆さんのご理解やご協力、医療現場に立つ皆さんの

ご尽力の賜物で、今回の対象区域には入っておりません。しかし、日本国内の

感染状況はより厳しい段階に突入していると言わざるを得ません。 

現時点で、市内においては、市中感染が強く疑われる患者例はありませんが、

感染者数が増えていることは事実であります。また、緊急事態宣言を受けて、

対象区域から非対象区域への人の移動が増える可能性を先ほどの報告で指摘

をしました。静岡市としましても危機感を高め、より一層、気を引き締めて、

市民の安全を守り、そして、国や県、県内各市町と連携した対応をしていきた

いと考えております。 



また、国の緊急事態宣言の発令を踏まえて、それぞれの部局の業務について

は、緊急に必要な対応を検討するよう指示をいたします。 

先ず、学校再開方針につきましては、本日夜８時に臨時の教育委員会を開き、

私もそれに加わり議論いたしました。教育委員会としては、首都圏住民の移動

を見極めるための慎重な対応案が先ほど教育局長から報告されたところです

が、市長部局としましても、子どもの安全を第一に考えながらも、子どもたち

が新学期の勉強を続けられるための努力を重ねている、現場の先生方、教育委

員会を応援し、市民の皆さんのご理解をいただきたいと考えております。保護

者の皆さんと協力して子どもを育てていくよう、学校も、保護者の皆さんと教

育の在り方について、一緒に議論していただきたいと感じております。 

むすびに、市民の皆さんに強くお願い申し上げます。子どもたちをはじめと

する市民の皆様の日常生活を守るためにも、市民一人ひとりの自覚ある自制し

た行動が、よりいっそう求められています。市民の皆さまにも、緊急事態宣言

が発令されたことの意義を自分ごとと受け止めていただき、３つの密を発生さ

せない、東京、大阪などの対象区域への往来をできるだけ避けるなど、自らの

行動を今一度見つめ直し、自制した行動を取っていただきたいと考えておりま

す。 



緊急事態宣言の期間は１か月間を目途とされています。この難局を乗り越え

るため、引き続き、市民の皆さんのご理解・ご協力をお願いいたします。 


